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公益社団法人 京都保健会

無料低額診療事業のご案内

京都保健会は、 戦後の困窮と不十分な社会保

障に苦しむ地域の人たちと医療者が協力して設

立しました。 その発足当初から 「医療はお金の

有無に関わらず、 誰でも必要な時に受けられる

ものでなくてはならない、 いのちは平等でなくて

はならない」 という理念のもと、 1958年以来、

無料低額診療事業に取り組んでいます。

お困りの方はここへ相談してください

京都民医連中央病院
京都市右京区太秦土本町2番1 075-861-2220
吉祥院病院
京都市南区吉祥院井ノ口町43 075-672-1331
京都協立病院
綾部市高津町三反田1 0773-42-0440

京都民医連太子道診療所
京都市中京区西ノ京小堀池町18-1 075-822-2660
かどの三条こども診療所
京都市右京区山ノ内西裏町15-7 075-321-0013
上京診療所
京都市上京区花車町482-2 075-432-1261
仁和診療所
京都市上京区仁和寺街道御前西入下横町217 075-462-1510
春日診療所
京都市右京区西院下花田町21 075-311-3176
吉祥院こども診療所
京都市南区吉祥院西浦町23 075-693-1600
久世診療所
京都市南区久世殿城町33 075-921-3535
九条診療所
京都市南区東九条上御霊町2 075-691-7588
あやべ協立診療所
綾部市駅前通1 0773-42-3684
ふくちやま診療所
福知山市字土1番地 0773-20-2666
まいづる協立診療所
舞鶴市字上安小字水カ199-30 0773-76-7883
たんご協立診療所
京丹後市大宮町河辺3368-1 0772-68-5017

仁和診療所歯科
京都市上京区仁和寺街道御前西入下横町217 075-464-6325
九条診療所歯科
京都市南区東九条上御霊町2 075-691-5131
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制度があります

「お金がないから」 と

医療が受けられない方、

一日でも早く

病院・診療所に来てください。

一緒に治療していきましょう。

心配 しないで

医療費に
困っている人が



病気や障がい、失業などで
収入がなくなり、
通院をやめてしまった

慢性疾患で
長期治療が必要だが
医療費の負担が
大きくて困る

慢性疾患で
長期治療が必要だが
医療費の負担が
大きくて困る

うちは子ども3人の共働き世帯ですが、当時は進学などでお金がと
てもかかる時期でした。突然の子どもの入院で困りましたが、病院
からの案内により、この制度が利用できると知りました。生活を切
り詰めていても、正直「ウチは対象外」と思っていたので大変助か
りました。医療費の心配が無いという安心感が持てることで、子ど
もの治療だけでなく、必要な検査なども不安なく受けられました。
いま、やりくりが大変というという家は多いと思います。困ったと
きはまず相談してみても良いのではないでしょうか？

70代の夫婦二人暮らしです。年を取るにつれ、病気がちになり二
人とも受診することが増えました。生活は年金だけでもなんとかな
るものの、医療費の工面が大変でした。診察回数を減らしたり、検
査を断ったり、薬を間引いて過ごしていました。しばらく受診して
いなかったところ、心配した看護師さんから連絡があり事情を伝え
ました。その時に無料低額診療の事を教えてもらい、医療費減免を
利用できるようになりました。それからは定期的に診察に通え、安
心して検査も受けられるようになり助かっています。

受付 相談 適用 これから
受付でお申し出ください。
お問い合わせは電話でも
お受けいたします。

生活と医療は切り離せないものです。
まずは必要な医療をきちんと受けながら、
公的な制度や社会資源の活用など、
生活についても
一緒に考えましょう。

制
度
の
流
れ

こんなことでお悩み・お困りの方はご相談ください。

1 2 43
適用となれば、 医療費の自己負担金
を免除または減額とします。

※ 基準は世帯の収入が生活
保護基準の1.5倍未満です。

ソーシャルワーカーや相談員が
お話をお聞きします。

※ 世帯の収入状況を確認させて
頂きます

具合が悪くても、
お金が無いので
お医者さんにかかれない

せめて
医療費負担がなければ…
と悩んでいる

歯が痛くても
治療費が
無いので
我慢している

社会福祉法に基づく事業です。生活困難な方が、経済的な理由によって医療を受ける機会が
制限されることのないよう、医療機関が独自に医療費を無料または低額にするものです。

無料低額診療
事業とは?

保護基準の1.5倍未満です。

継続治療を支える安心感

歯が痛くても

我慢している

入院や検査を
勧められても、
検査費や
医療費が心配

入院や検査を
勧められても、
検査費や
医療費が心配


